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規 則  

 

 横 浜 市 ひ と り 親 家 庭 等 の 医 療 費 助 成 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部

を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

横 浜 市 規 則 第 89 号  

   横 浜 市 ひ と り 親 家 庭 等 の 医 療 費 助 成 に 関 す る 条 例 施 行 規  

   則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 横 浜 市 ひ と り 親 家 庭 等 の 医 療 費 助 成 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成

４ 年 ３ 月 横 浜 市 規 則 第 13 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ４ 条 第 １ 号 中 「 第 １ 条 に 規 定 す る 」 の 次 に 「 中 学 校 及 び 」 を 加

え 、 同 条 第 ６ 号 中 「 外 国 人 学 校 の 」 の 次 に 「 中 等 部 及 び 」 を 加 え 、

同 号 を 同 条 第 ７ 号 と し 、 同 条 中 第 ５ 号 を 第 ６ 号 と し 、 第 ４ 号 を 第 ５

号 と し 、 同 条 第 ３ 号 中 「 特 別 支 援 学 校 の 」 の 次 に 「 中 学 部 及 び 」 を

加 え 、 同 号 を 同 条 第 ４ 号 と し 、 同 条 第 ２ 号 中 「 の 後 期 課 程 」 を 削 り

、 同 号 を 同 条 第 ３ 号 と し 、 同 条 第 １ 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

 (2)  学 校 教 育 法 第 １ 条 に 規 定 す る 義 務 教 育 学 校 の 後 期 課 程  

 別 表 第 ３ 中 「 扶 養 親 族 等 又 は 児 童 の 」 を 「 加 算 対 象 扶 養 親 族 等 又

は 児 童 の 」 に 、 「   1,920,000  円 」 を 「   2,080,000  円 」 に 、 「 当 該 扶

養 親 族 等 」 を 「 加 算 対 象 扶 養 親 族 等 （ 扶 養 親 族 等 の う ち 、 所 得 税 法

に 規 定 す る 控 除 対 象 扶 養 親 族 に 該 当 し な い 扶 養 親 族 （ 30 歳 以 上 70 歳

未 満 の 者 に 限 る 。 ） 以 外 の も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 に 、 「 所 得

税 法 」 を 「 同 法 」 に 改 め る 。  

 別 表 第 ４ 及 び 別 表 第 ５ 中 「 扶 養 親 族 等 」 を 「 加 算 対 象 扶 養 親 族 等  

」 に 改 め る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 ３ か ら 別  

 表 第 ５ ま で の 改 正 規 定 は 、 令 和 ７ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 ひ と り 親 家 庭 等 の 医 療 費 助 成 に

関 す る 条 例 施 行 規 則 別 表 第 ３ か ら 別 表 第 ５ ま で の 規 定 は 、 令 和 ７

年 １ 月 １ 日 以 後 の 医 療 に 係 る 費 用 の 助 成 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前

の 医 療 に 係 る 費 用 の 助 成 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  
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告 示  

 

横 浜 市 告 示 第  424 号  

   横 浜 市 財 政 事 情 及 び 公 営 企 業 の 業 務 状 況 の 公 表  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  243 条 の ３ 第 １ 項 、 横 浜 市

財 政 事 情 の 公 表 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 39 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 21 号 ） 及

び 横 浜 市 将 来 に わ た る 責 任 あ る 財 政 運 営 の 推 進 に 関 す る 条 例 （ 平 成

26 年 ６ 月 横 浜 市 条 例 第 29 号 ） 並 び に 地 方 公 営 企 業 法 （ 昭 和 27 年 法 律

第  292 号 ） 第 40 条 の ２ 、 横 浜 市 病 院 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 （ 昭

和 41 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 60 号 ）、 横 浜 市 下 水 道 事 業 の 設 置 等 に 関 す る

条 例 （ 昭 和 41 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 61 号 ） 、 横 浜 市 埋 立 事 業 の 設 置 等

に 関 す る 条 例 （ 昭 和 41 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 62 号 ） 、 横 浜 市 水 道 事 業

及 び 工 業 用 水 道 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 41 年 12 月 横 浜 市 条

例 第 64 号 ） 及 び 横 浜 市 交 通 事 業 の 設 置 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 41 年 12

月 横 浜 市 条 例 第 65 号 ） に 基 づ き 、 横 浜 市 財 政 事 情 及 び 公 営 企 業 の 業

務 状 況 を 別 冊 の と お り 公 表 す る ｡  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  
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横 浜 市 告 示 第  425 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 医 療 機 関 の 指 定  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 49 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 医 療 機 関 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  診 療 所 又 は 薬 局  

指 定 年 月 日     名  称     所 在 地  

令 和 ６ 年 ９ 月 ７ 日  タ チ バ ナ 歯 科 医 院  港 北 区 大 豆 戸 町  914  

番 地 の ６  

令 和 ６ 年 10 月 １ 日  大 信 薬 局 鶴 見 駅 前 店  鶴 見 区 鶴 見 中 央 一 丁

目 ２ 番 １ 号  

 同  高 倉 歯 科 医 院  中 区 元 町 ３ 丁 目  116  

番 地  

 同  ミ チ ト 薬 局  港 南 区 笹 下 二 丁 目 ７

番 12 号  

 同  荒 井 歯 科 医 院  保 土 ケ 谷 区 坂 本 町 15  

0 番 地 の ４  

 同  み か づ き 薬 局 笹 野 台

店  

旭 区 笹 野 台 一 丁 目 20

番 10 号  

 同  ミ ラ イ ト 薬 局  旭 区 西 川 島 町  138 番

地 の ３  

 同  医 療 法 人 社 団 ア ク ロ

ス は ま か ぜ こ ど も ク

リ ニ ッ ク  

金 沢 区 釜 利 谷 東 二 丁

目 ２ 番 12 号  

 同  し し ど 内 視 鏡 ク リ ニ

ッ ク  

緑 区 鴨 居 四 丁 目 １ 番

１ 号  

 同  池 田 医 院  青 葉 区 恩 田 町  3,032  

番 地 の 12  

 同  渡 辺 歯 科 医 院  青 葉 区 美 し が 丘 二 丁

目 21 番 地 の ２  

 同  ひ ま わ り 薬 局  青 葉 区 奈 良 一 丁 目 13

番 地 の ９  

 同  み な み 調 剤 薬 局  都 筑 区 茅 ケ 崎 中 央 24

番 ３ 号  

 同  セ ン タ ー 北 あ だ ち 歯

科  

都 筑 区 中 川 中 央 一 丁

目 25 番 １ 号  

 同  グ ミ サ ワ 調 剤 薬 局  戸 塚 区 汲 沢 町  163 番  
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  地 の １  

 同  医 療 法 人 社 団 新 聖 会

戸 塚 デ ン タ ル オ フ ィ

ス  

戸 塚 区 戸 塚 町  183 番

地 の 23  

令 和 ６ 年 10 月 ３ 日  く ま 内 科 ク リ ニ ッ ク  旭 区 二 俣 川 １ 丁 目 ４

番 地 の 21  

令 和 ６ 年 10 月 10 日  石 井 こ ど も の 歯 科  磯 子 区 滝 頭 二 丁 目 22

番 ８ 号  

令 和 ６ 年 11 月 1 日   横 浜 ア ポ ロ 歯 科  中 区 曙 町 ３ 丁 目 32 番

地 の １  

 同  タ ー ミ ナ ル フ ァ ー マ

シ ー  

中 区 常 盤 町 １ 丁 目 ３

番 地  

 同  ス ギ 薬 局 横 浜 羽 衣 町

店  

中 区 羽 衣 町 ３ 丁 目 55

番 地 の １  

 同  医 療 法 人 社 団 中 崇 会

お の せ 歯 科 横 浜 ベ イ  

中 区 真 砂 町 ３ 丁 目 28

番 地  

 同  け や き 在 宅 ク リ ニ ッ

ク  

南 区 井 土 ケ 谷 中 町 15  

7 番 地  

 同  井 土 ヶ 谷 整 形 外 科 リ

ハ ビ リ ク リ ニ ッ ク  

南 区 井 土 ケ 谷 中 町 15  

8 番 地 の ４  

 同  わ た り 脳 神 経 外 科 ・

内 科 ク リ ニ ッ ク  

港 南 区 上 大 岡 西 二 丁

目 ３ 番 ６ 号  

 同  横 浜 保 土 ケ 谷 ク リ ニ

ッ ク 港 南 台 院  

港 南 区 港 南 台 三 丁 目

３ 番 １ 号  

 同  お む す び 診 療 所  港 南 区 丸 山 台 二 丁 目

41 番 30 号  

 同  よ こ は ま あ お と ク リ

ニ ッ ク あ さ ひ  

旭 区 中 沢 一 丁 目 46 番

７ 号  

 同  杉 田 み や う ち 歯 科  磯 子 区 中 原 二 丁 目 20

番 15 号  

 同  ア イ セ イ ハ ー ト 薬 局

菊 名 店  

港 北 区 菊 名 六 丁 目 １

番 ９ 号  

 同  菊 名 駅 前 皮 膚 科  港 北 区 菊 名 六 丁 目 １

番 ９ 号  

 同  わ か ば 薬 局 大 倉 山 店  港 北 区 大 豆 戸 町 89 番

地 の １  

 同  そ う ご う 薬 局 戸 塚 東

口 駅 前 店  

戸 塚 区 矢 部 町 １ 番 地

の 29  

 同  と つ か 駅 前 糖 尿 病 ・

甲 状 腺 ク リ ニ ッ ク  

戸 塚 区 矢 部 町 １ 番 地

の 29  
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 同  医 療 法 人 社 団 徳 誠 会

瀬 谷 Ｃ Ｔ 歯 科 ・ 矯 正

歯 科  

瀬 谷 区 瀬 谷 四 丁 目 ４

番 地 の 10  

令 和 ６ 年 12 月 １ 日  内 藤 歯 科 医 院  西 区 高 島 二 丁 目 ３ 番

21 号  

 同  パ ー ク サ イ ド 横 浜 デ

ン タ ル ク リ ニ ッ ク  

中 区 山 下 町  194 番 地  

２  指 定 訪 問 看 護 事 業 者  

指 定 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

名 称  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

所 在 地  

令 和 ６ 年

10 月 １ 日  

株 式 会 社 ぎ

ゅ っ と Ｌ Ｉ

Ｆ Ｅ  

神 奈 川 区 神

大 寺 二 丁 目

４ 番 16 号  

ぎ ゅ っ と 訪 問

看 護 ス テ ー シ

ョ ン  

神 奈 川 区 西 寺

尾 三 丁 目 ８ 番

18 号  

 同  株 式 会 社 ガ

イ ア メ デ ィ

ケ ア  

東 京 都 港 区

芝 大 門 ２ 丁

目 12 番 ９ 号  

ガ イ ア 訪 問 看

護 ス テ ー シ ョ

ン 港 南  

港 南 区 野 庭 町  

 665 番 地 の 11  

6  

 同  ナ ー シ ン グ

・ ケ ア 株 式

会 社  

東 京 都 港 区

新 橋 ２ 丁 目

16 番 １ 号  

訪 問 看 護 リ ハ

ビ リ ス テ ー シ

ョ ン ナ ー シ ン

グ ・ ケ ア 横 浜

み ら い  

旭 区 今 宿 西 町  

 287 番 地  

 同  社 会 福 祉 法

人 横 浜 市 福

祉 サ ー ビ ス

協 会   

栄 区 小 菅 ケ

谷 二 丁 目 １

番 １ 号  

横 浜 市 福 祉 サ

ー ビ ス 協 会 訪

問 看 護 ス テ ー

シ ョ ン 磯 子  

磯 子 区 東 町 15

番 32 号  

 同  株 式 会 社 Ｆ

ｕ ｎ Ｈ ｅ ａ

ｒ ｔ Ｂ ａ ｓ

ｅ  

西 区 伊 勢 町

３ 丁 目  129  

番 地 の ２  

こ こ か ら 訪 問

看 護 リ ハ ビ リ

ケ ア 金 沢 八 景  

金 沢 区 六 浦 一

丁 目 １ 番 12 号  

 同  社 会 福 祉 法

人 横 浜 市 福

祉 サ ー ビ ス

協 会   

栄 区 小 菅 ケ

谷 二 丁 目 １

番 １ 号  

横 浜 市 福 祉 サ

ー ビ ス 協 会 訪

問 看 護 ス テ ー

シ ョ ン 港 北  

港 北 区 新 横 浜

二 丁 目 ５ 番 地

の ９  

 同  株 式 会 社 ニ

ュ ー パ ー ト

ナ ー ズ  

大 阪 市 北 区

梅 田 １ 丁 目

13 番 １ 号  

ス イ ー ト 訪 問

看 護 ス テ ー シ

ョ ン  

戸 塚 区 品 濃 町  

 563 番 地 の ７  

 同  株 式 会 社 ヴ

ィ ー タ  

緑 区 中 山 一

丁 目 ５ 番 12

号  

元 気 訪 問 看 護

リ ハ ス テ ー シ

ョ ン 瀬 谷  

瀬 谷 区 瀬 谷 四

丁 目 ６ 番 地 の

28  
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令 和 ６ 年

11 月 １ 日  

株 式 会 社 サ

ン ウ ェ ル ズ  

石 川 県 金 沢

市 二 宮 町 15

番 地 の 13  

Ｐ Ｄ ハ ウ ス 横

浜 訪 問 看 護 ス

テ ー シ ョ ン  

戸 塚 区 矢 部 町

29 番 地  
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横 浜 市 告 示 第  426 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 施 術 者 の 指 定  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 55 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 施 術 者 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

指 定 年 月

日  

  氏  名  

 

  名  称  

 

所 在 地  

令 和 ６ 年

12 月 １ 日  

番  場  繁  則  開 設 な し  鶴 見 区 東 寺 尾 一 丁

目 28 番 ８ 号  

 同  勝  山  幹  雄  カ ラ ダ ゆ る や か

鍼 灸 院  

西 区 久 保 町 21 番 14

号  

 同  勝  山  幹  雄  カ ラ ダ ゆ る や か

接 骨 院  

西 区 久 保 町 21 番 14

号  

 同  齋  藤  友  彦  マ ッ サ ー ジ Ｐ Ｉ

Ｎ  

緑 区 寺 山 町  794 番

地 の 23  
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横 浜 市 告 示 第  427 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 変 更  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 49 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 を 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  診 療 所 又 は 薬 局  

変 更 年 月

日  

    名  称      所 在 地  

令 和 ６ 年

９ 月 １ 日  

(新) 医 療 法 人 シ ロ ア ム 会 日

吉 糖 尿 病 内 科 ク リ ニ ッ ク  

港 北 区 日 吉 本 町 一 丁 目 23

番 14 号  

(旧) 石 橋 内 科 ク リ ニ ッ ク  

令 和 ６ 年

９ 月 ２ 日  

サ エ ラ 薬 局 ゆ め が 丘 店  (新) 泉 区 ゆ め が 丘 41 番 地 の

６  

(旧) 泉 区 下 飯 田 町  1,403 番

地 の ５  

令 和 ６ 年

10 月 １ 日  

(新) 横 浜 こ こ ろ と 脳 波 ・ て

ん か ん の ク リ ニ ッ ク  

南 区 浦 舟 町 １ 丁 目 １ 番 地  

(旧) 原 ク リ ニ ッ ク  

２  変 更 訪 問 看 護 事 業 者 等  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

名 称  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

所 在 地  

令 和 ６ 年

９ 月 １ 日  

(新) 株 式 会 社

若 武 者 ケ ア

横 浜 北 部  

緑 区 中 山 一

丁 目 ９ 番 ２

号  

(新) 陽 だ ま り 訪

問 看 護 リ ハ ビ

リ ス テ ー シ ョ

ン 緑  

緑 区 中 山 一 丁

目 ９ 番 ２ 号  

(旧) 株 式 会 社

フ ュ ー チ ャ

ー ワ ン  

(旧) 訪 問 看 護 リ

ハ ビ リ ス テ ー

シ ョ ン リ ラ イ

フ 中 山  
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横 浜 市 告 示 第  428 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 施 術 者 の 変 更  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 55 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 施 術 者 を 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た  

。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

変 更 年 月

日  

  氏  名    名  称  所 在 地  

令 和 ６ 年

４ 月 25 日  

飯  塚  あ い 子  開 設 な し  (新) 南 区 井 土 ケ 谷 下

町 19 番 地 の 16  

(旧) 港 南 区 上 大 岡 東

一 丁 目 12 番 20 号  

令 和 ６ 年

10 月 １ 日  

黒  澤  大  樹  (新) 大 沢 接 骨 院  (新) 緑 区 中 山 四 丁 目

41 番 11 号  

(旧) 関 城 接 骨 院  (旧) 旭 区 中 白 根 二 丁

目 31 番 42 号  

令 和 ６ 年

10 月 22 日  

村  田  洋  行  (新) あ お い 鍼 灸 マ

ッ サ ー ジ 院  

(新) 泉 区 中 田 南 二 丁

目 15 番 ６ 号  

(旧) は り き ゅ う マ

ッ サ ー ジ ひ よ り

治 療 院  

(旧) 南 区 榎 町 ２ 丁 目

66 番 地 の １  

令 和 ６ 年

11 月 １ 日  

関  谷  光  太  ひ か り 整 骨 院  (新) 中 区 山 下 町 27 番

地  

(旧) 南 区 六 ツ 川 一 丁

目  190 番 地 の ８  
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横 浜 市 告 示 第  429 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 休 止  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 49 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 を 次 の と お り 休 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

診 療 所 又 は 薬 局  

休 止 年 月 日     名  称     所 在 地  

令 和 ６ 年 ９ 月 29 日  医 療 法 人 社 団 そ れ い

ゆ 三 ツ 沢 皮 膚 科 ク リ

ニ ッ ク  

神 奈 川 区 三 ツ 沢 下 町

12 番 ５ 号  
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横 浜 市 告 示 第  430 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 廃 止  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 49 条 及 び 中 国 残 留 邦 人 等

の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配

偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４

項 の 規 定 に よ る 指 定 医 療 機 関 を 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  診 療 所 又 は 薬 局  

廃 止 年 月 日     名  称     所 在 地  

令 和 ６ 年 ８ 月 ５ 日  つ づ き 歯 科 ク リ ニ ッ

ク  

都 筑 区 牛 久 保 西 一 丁

目 24 番 45 号  

令 和 ６ 年 ９ 月 ２ 日  ち さ と 歯 科 医 院  保 土 ケ 谷 区 仏 向 町 19  

5 番 地  

令 和 ６ 年 ９ 月 ６ 日  タ チ バ ナ 歯 科 医 院  港 北 区 大 豆 戸 町  914 

番 地 の ６  

令 和 ６ 年 ９ 月 30 日  鶴 見 駅 前 薬 局  鶴 見 区 鶴 見 中 央 一 丁

目 ２ 番 １ 号  

 同  こ う ゆ う 堂 薬 局 鶴 見

店  

鶴 見 区 鶴 見 中 央 四 丁

目 ８ 番 ８ 号  

 同  高 倉 歯 科 医 院  中 区 元 町 ３ 丁 目  116  

番 地  

 同  ミ チ ト 薬 局  港 南 区 笹 下 二 丁 目 ７

番 12 号  

 同  荒 井 歯 科 医 院  保 土 ケ 谷 区 坂 本 町 15  

0 番 地 の ４  

 同  大 信 薬 局 笹 野 台 店  旭 区 笹 野 台 一 丁 目 20

番 10 号  

 同  ミ ラ イ ト 薬 局  旭 区 西 川 島 町  138 番

地 の ３  

 同  医 療 法 人 社 団 ア ク ロ

ス は ま か ぜ こ ど も ク

リ ニ ッ ク  

金 沢 区 釜 利 谷 東 二 丁

目 ２ 番 18 号  

 同  し し ど 内 視 鏡 ク リ ニ

ッ ク  

緑 区 鴨 居 四 丁 目 ２ 番

28 号  

 同  池 田 医 院  青 葉 区 恩 田 町  3,210  

番 地 の １  

 同  ひ ま わ り 薬 局  青 葉 区 奈 良 一 丁 目 13

番 地 の ９   
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 同  み な み 調 剤 薬 局  都 筑 区 茅 ケ 崎 中 央 24

番 ３ 号  

 同  医 療 法 人 香 裕 会 ア ク

ア ポ ー ト 歯 科  

都 筑 区 中 川 中 央 一 丁

目 25 番 １ 号  

 同  グ ミ サ ワ 調 剤 薬 局  戸 塚 区 汲 沢 町  163 番

地 の １  

 同  戸 塚 デ ン タ ル オ フ ィ

ス  

戸 塚 区 戸 塚 町  183 番

地 の 23  

令 和 ６ 年 10 月 １ 日  イ モ ト 歯 科  青 葉 区 荏 子 田 二 丁 目

２ 番 地 の ９  

令 和 ６ 年 10 月 ２ 日  松 井 内 科 医 院  旭 区 二 俣 川 １ 丁 目 ５

番 地 の 38  

令 和 ６ 年 10 月 ９ 日  石 井 こ ど も の 歯 科  磯 子 区 滝 頭 二 丁 目 23

番 17 号  

２  廃 止 訪 問 看 護 事 業 者  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

名 称  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 等 の

所 在 地  

令 和 ６ 年

９ 月 30 日  

株 式 会 社 ジ

ー エ ム シ ー

港 南  

東 京 都 港 区

芝 大 門 ２ 丁

目 12 番 ９ 号  

ガ イ ア 訪 問 看

護 ス テ ー シ ョ

ン 港 南  

港 南 区 野 庭 町  

 665 番 地 の 11  

6  
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横 浜 市 告 示 第  431 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 介 護 機 関 の 変 更  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 54 条 の ２ 第 １ 項 及 び 中 国

残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 介 護

機 関 を 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 介 護 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

10 月 １ 日  

(新) ウ エ ル シ

ア パ ー ト ナ

ー ズ 株 式 会

社  

(新) 東 京 都 豊

島 区 北 大 塚

１ 丁 目 12 番

15 号  

(新) さ わ や か ケ

ア 関 内 ・ 訪 問

介 護  

中 区 山 下 町 73

番 地  

(旧) 東 電 パ ー

ト ナ ー ズ 株

式 会 社  

(旧) 東 京 都 江

東 区 越 中 島

３ 丁 目 ５ 番

19 号  

(旧) 東 電 さ わ や

か ケ ア 馬 車 道

・ 訪 問 介 護  

２  居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 看 護 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

９ 月 １ 日  

(新) 株 式 会 社

若 武 者 ケ ア

横 浜 北 部  

(新) 緑 区 中 山

一 丁 目 ９ 番

２ 号  

(新) 陽 だ ま り 訪

問 看 護 リ ハ ビ

リ ス テ ー シ ョ

ン 緑  

緑 区 中 山 一 丁

目 ９ 番 ２ 号  

(旧) 株 式 会 社

フ ュ ー チ ャ

ー ワ ン  

(旧) 緑 区 寺 山

町  518 番 地

の 11  

(旧) 訪 問 看 護 リ

ハ ビ リ ス テ ー

シ ョ ン リ ラ イ

フ 中 山  

 同  (新) 株 式 会 社

若 武 者 ケ ア

横 浜 北 部  

(新) 緑 区 中 山

一 丁 目 ９ 番

２ 号  

ラ イ フ ウ ェ ル

訪 問 看 護 リ ハ

ビ リ ス テ ー シ

ョ ン 青 葉 台  

青 葉 区 松 風 台

13 番 地 の ５  

(旧) 株 式 会 社

フ ュ ー チ ャ

ー ワ ン  

(旧) 港 南 区 日

野 南 一 丁 目

６ 番 17 号  

令 和 ６ 年

10 月 １ 日  

株 式 会 社 と

も ろ ー 園  

戸 塚 区 南 舞

岡 一 丁 目 23

番 ９ 号  

と も ろ ー 訪 問

看 護 ス テ ー シ

ョ ン 市 沢  

(新) 旭 区 市 沢 町  

 262 番 地 の 11  

(旧) 旭 区 市 沢 町  

 308 番 地 の １  
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３  居 宅 介 護 事 業 者 （ 居 宅 療 養 管 理 指 導 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

７ 月 １ 日  

み よ の 台 薬

局 株 式 会 社  

東 京 都 豊 島

区 南 池 袋 ２

丁 目 25 番 ５

号  

(新) み よ の 台 薬

局 長 津 田 店  

緑 区 長 津 田 四

丁 目 ２ 番 18 号  

(旧) 志 宝 薬 局 長

津 田 店  

４  居 宅 介 護 事 業 者 （ 通 所 介 護 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

10 月 １ 日  

(新) ウ エ ル シ

ア パ ー ト ナ

ー ズ 株 式 会

社  

(新) 東 京 都 豊

島 区 北 大 塚

１ 丁 目 12 番

15 号  

(新) さ わ や か デ

イ サ ー ビ ス か

も め  

西 区 岡 野 二 丁

目 ６ 番 ７ 号  

(旧) 東 電 パ ー

ト ナ ー ズ 株

式 会 社  

(旧) 東 京 都 中

央 区 銀 座 ８

丁 目 20 番 33

号  

(旧) 東 電 さ わ や

か デ イ サ ー ビ

ス か も め  

５  居 宅 介 護 事 業 者 （ 地 域 密 着 型 通 所 介 護 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

９ 月 １ 日  

(新) 株 式 会 社

若 武 者 ケ ア

横 浜 北 部  

(新) 緑 区 中 山

一 丁 目 ９ 番

２ 号  

デ イ サ ー ビ ス

ゆ か い  

緑 区 寺 山 町 51  

8 番 地 の 11  

(旧) 株 式 会 社

フ ュ ー チ ャ

ー ワ ン  

(旧) 緑 区 寺 山

町  518 番 地

の 11  

６  居 宅 介 護 事 業 者 （ 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

４ 月 １ 日  

社 会 福 祉 法

人 た す け あ

い ゆ い  

南 区 睦 町 １

丁 目 31 番 地

の １  

デ イ サ ー ビ ス

陽 だ ま り  

(新) 南 区 堀 ノ 内

町 ２ 丁 目  132  

番 地  

(旧) 磯 子 区 磯 子

二 丁 目 21 番 21

号  

７  居 宅 介 護 事 業 者 （ 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年  ヒ ュ ー マ ン  東 京 都 新 宿  (新) ヒ ュ ー マ ン  港 南 区 下 永 谷  
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10 月 １ 日  ラ イ フ ケ ア

株 式 会 社  

区 西 新 宿 ７

丁 目 ５ 番 25

号  

ラ イ フ ケ ア 下

永 谷 の 宿  

二 丁 目 34 番 14

号  

(旧) ヒ ュ ー マ ン

ラ イ フ ケ ア  

下 永 谷 の 宿  

８  居 宅 介 護 事 業 者 （ 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

10 月 １ 日  

ヒ ュ ー マ ン

ラ イ フ ケ ア

株 式 会 社  

東 京 都 新 宿

区 西 新 宿 ７

丁 目 ５ 番 25

号  

(新) ヒ ュ ー マ ン

ラ イ フ ケ ア 下

永 谷 グ ル ー プ

ホ ー ム  

港 南 区 下 永 谷

二 丁 目 34 番 14

号  

(旧) ヒ ュ ー マ ン

ラ イ フ ケ ア  

下 永 谷 グ ル ー

プ ホ ー ム  

９  居 宅 介 護 支 援 事 業 者  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 支 援

事 業 所 の 名 称  

居 宅 介 護 支 援

事 業 所 の 所 在

地  

令 和 ６ 年

４ 月 １ 日  

社 会 福 祉 法

人 た す け あ

い ゆ い  

南 区 睦 町 １

丁 目 31 番 地

の １  

居 宅 介 護 支 援

セ ン タ ー 陽 だ

ま り  

(新) 南 区 堀 ノ 内

町 ２ 丁 目  132  

番 地  

(旧) 磯 子 区 磯 子

二 丁 目 21 番 21

号  

令 和 ６ 年

９ 月 １ 日  

(新) 株 式 会 社

若 武 者 ケ ア

横 浜 北 部  

(新) 緑 区 中 山

一 丁 目 ９ 番

２ 号  

陽 だ ま り ケ ア

プ ラ ン  

緑 区 中 山 一 丁

目 ９ 番 ２ 号  

(旧) 株 式 会 社

フ ュ ー チ ャ

ー ワ ン  

(旧) 緑 区 寺 山

町  518 番 地

の 11  

令 和 ６ 年

10 月 １ 日  

(新) ウ エ ル シ

ア パ ー ト ナ

ー ズ 株 式 会

社  

(新) 東 京 都 豊

島 区 北 大 塚

１ 丁 目 12 番

15 号  

(新) さ わ や か ケ

ア 関 内 ・ 居 宅

介 護 支 援  

中 区 山 下 町 73

番 地  

(旧) 東 電 パ ー

ト ナ ー ズ 株

式 会 社  

(旧) 東 京 都 江

東 区 越 中 島

３ 丁 目 ５ 番

19 号  

(旧) 東 電 さ わ や

か ケ ア 馬 車 道

・ 居 宅 介 護 支

援   
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 同  株 式 会 社 と

も ろ ー 園  

戸 塚 区 南 舞

岡 一 丁 目 23

番 ９ 号  

と も ろ ー 訪 問

看 護 ス テ ー シ

ョ ン 市 沢  

(新) 旭 区 市 沢 町  

 262 番 地 の 11  

(旧) 旭 区 市 沢 町  

 308 番 地 の １  

10  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 訪 問 看 護 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

９ 月 １ 日  

(新) 株 式 会 社

若 武 者 ケ ア

横 浜 北 部  

(新) 緑 区 中 山

一 丁 目 ９ 番

２ 号  

(新) 陽 だ ま り 訪

問 看 護 リ ハ ビ

リ ス テ ー シ ョ

ン 緑  

緑 区 中 山 一 丁

目 ９ 番 ２ 号  

(旧) 株 式 会 社

フ ュ ー チ ャ

ー ワ ン  

(旧) 緑 区 寺 山

町  518 番 地

の 11  

(旧) 訪 問 看 護 リ

ハ ビ リ ス テ ー

シ ョ ン リ ラ イ

フ 中 山  

 同  (新) 株 式 会 社

若 武 者 ケ ア

横 浜 北 部  

(新) 緑 区 中 山

一 丁 目 ９ 番

２ 号  

ラ イ フ ウ ェ ル

訪 問 看 護 リ ハ

ビ リ ス テ ー シ

ョ ン 青 葉 台  

青 葉 区 松 風 台

13 番 地 の ５  

(旧) 株 式 会 社

フ ュ ー チ ャ

ー ワ ン  

(旧) 港 南 区 日

野 南 一 丁 目

６ 番 17 号  

令 和 ６ 年

10 月 １ 日  

株 式 会 社 と

も ろ ー 園  

戸 塚 区 南 舞

岡 一 丁 目 23

番 ９ 号  

と も ろ ー 訪 問

看 護 ス テ ー シ

ョ ン 市 沢  

(新) 旭 区 市 沢 町  

 262 番 地 の 11  

(旧) 旭 区 市 沢 町  

 308 番 地 の １  

11  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

７ 月 １ 日  

み よ の 台 薬

局 株 式 会 社  

東 京 都 豊 島

区 南 池 袋 ２

丁 目 25 番 ５

号  

(新) み よ の 台 薬

局 長 津 田 店  

緑 区 長 津 田 四

丁 目 ２ 番 18 号  

(旧) 志 宝 薬 局 長

津 田 店  

12  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

４ 月 １ 日  

社 会 福 祉 法

人 た す け あ

い ゆ い  

南 区 睦 町 １

丁 目 31 番 地

の １  

デ イ サ ー ビ ス

陽 だ ま り  

(新) 南 区 堀 ノ 内

町 ２ 丁 目  132  

番 地  

(旧) 磯 子 区 磯 子  
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    二 丁 目 21 番 21

号  

13  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

10 月 １ 日  

ヒ ュ ー マ ン

ラ イ フ ケ ア

株 式 会 社  

東 京 都 新 宿

区 西 新 宿 ７

丁 目 ５ 番 25

号  

(新) ヒ ュ ー マ ン

ラ イ フ ケ ア 下

永 谷 の 宿  

港 南 区 下 永 谷

二 丁 目 34 番 14

号  

(旧) ヒ ュ ー マ ン

ラ イ フ ケ ア  

下 永 谷 の 宿  

14  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

10 月 １ 日  

ヒ ュ ー マ ン

ラ イ フ ケ ア

株 式 会 社  

東 京 都 新 宿

区 西 新 宿 ７

丁 目 ５ 番 25

号  

(新) ヒ ュ ー マ ン

ラ イ フ ケ ア 下

永 谷 グ ル ー プ

ホ ー ム  

港 南 区 下 永 谷

二 丁 目 34 番 14

号  

(旧) ヒ ュ ー マ ン

ラ イ フ ケ ア  

下 永 谷 グ ル ー

プ ホ ー ム  

15  介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 者 （ 訪 問 型 サ ー ビ ス ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 ・ 日

常 生 活 支 援 総

合 事 業 所 の 名

称  

介 護 予 防 ・ 日

常 生 活 支 援 総

合 事 業 所 の 所

在 地  

令 和 ６ 年

10 月 １ 日  

(新) ウ エ ル シ

ア パ ー ト ナ

ー ズ 株 式 会

社  

(新) 東 京 都 豊

島 区 北 大 塚

１ 丁 目 12 番

15 号  

(新) さ わ や か ケ

ア 関 内 ・ 訪 問

介 護  

中 区 山 下 町 73

番 地  

(旧) 東 電 パ ー

ト ナ ー ズ 株

式 会 社  

(旧) 東 京 都 江

東 区 越 中 島

３ 丁 目 ５ 番

19 号  

(旧) 東 電 さ わ や

か ケ ア 馬 車 道

・ 訪 問 介 護  

16  介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 者 （ 通 所 型 サ ー ビ ス ）  

変 更 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 ・ 日

常 生 活 支 援 総

合 事 業 所 の 名

称  

介 護 予 防 ・ 日

常 生 活 支 援 総

合 事 業 所 の 所

在 地  
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令 和 ６ 年

10 月 １ 日  

(新) ウ エ ル シ

ア パ ー ト ナ

ー ズ 株 式 会

社  

(新) 東 京 都 豊

島 区 北 大 塚

１ 丁 目 12 番

15 号  

(新) さ わ や か デ

イ サ ー ビ ス か

も め  

西 区 岡 野 二 丁

目 ６ 番 ７ 号  

(旧) 東 電 パ ー

ト ナ ー ズ 株

式 会 社  

(旧) 東 京 都 江

東 区 越 中 島

３ 丁 目 ５ 番

19 号  

(旧) 東 電 さ わ や

か デ イ サ ー ビ

ス か も め  

 

  



                     横 浜 市 報  定期第 185 号 令和６年12月13日 

21 

横 浜 市 告 示 第  432 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 介 護 機 関 の 休 止  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 54 条 の ２ 第 １ 項 及 び 中 国

残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 介 護

機 関 を 次 の と お り 休 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 看 護 ）  

休 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

10 月 １ 日  

株 式 会 社 メ

デ ィ プ ラ ス  

西 区 み な と

み ら い 二 丁

目 ３ 番 ５ 号  

タ ツ ミ 訪 問 看

護 ス テ ー シ ョ

ン 新 羽  

港 北 区 新 羽 町  

 1,734 番 地  

２  居 宅 介 護 事 業 者 （ 居 宅 療 養 管 理 指 導 ）  

休 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

９ 月 26 日  

医 療 法 人 社

団 平 平 會  

鎌 倉 市 由 比

ガ 浜 ２ 丁 目

２ 番 40 号  

つ く い け 内 科

ク リ ニ ッ ク  

旭 区 今 宿 西 町  

 358 番 地  

３  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 訪 問 看 護 ）  

休 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

10 月 １ 日  

株 式 会 社 メ

デ ィ プ ラ ス  

西 区 み な と

み ら い 二 丁

目 ３ 番 ５ 号  

タ ツ ミ 訪 問 看

護 ス テ ー シ ョ

ン 新 羽  

港 北 区 新 羽 町  

 1,734 番 地  

４  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 ）  

休 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事 業

所 の 名 称  

介 護 予 防 事 業

所 の 所 在 地  

令 和 ６ 年

９ 月 26 日  

医 療 法 人 社

団 平 平 會  

鎌 倉 市 由 比

ガ 浜 ２ 丁 目

２ 番 40 号  

つ く い け 内 科

ク リ ニ ッ ク  

旭 区 今 宿 西 町   

 358 番 地  
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横 浜 市 告 示 第  433 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 介 護 機 関 の 廃 止  

 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 54 条 の ２ 第 １ 項 及 び 中 国

残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ る 指 定 介 護

機 関 を 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 介 護 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名 称  

 

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事

業 所 の 名 称  

居 宅 介 護 事

業 所 の 所 在

 令 和 ６ 年

10 月 31 日  

ア ー ス サ ポ ー ト

株 式 会 社  

東 京 都 渋 谷

区 本 町 １ 丁

目 ４ 番 14 号  

ア ー ス サ ポ

ー ト 横 浜 鶴

見  

鶴 見 区 鶴 見

中 央 五 丁 目

11 番 ２ 号  

２  居 宅 介 護 事 業 者 （ 訪 問 看 護 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名 称  

 

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事

業 所 の 名 称  

居 宅 介 護 事

業 所 の 所 在

 令 和 ６ 年

10 月 31 日  

医 療 法 人 社 団 松

山 会  

保 土 ケ 谷 区

新 井 町  291  

番 地 の １  

ラ イ フ モ ア

訪 問 看 護 ス

テ ー シ ョ ン  

保 土 ケ 谷 区

新 井 町  291  

番 地 の １  

３  居 宅 介 護 事 業 者 （ 居 宅 療 養 管 理 指 導 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名 称  

 

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事

業 所 の 名 称  

居 宅 介 護 事

業 所 の 所 在

 令 和 ６ 年

９ 月 ６ 日  

橘    道  郎  港 北 区 高 田

西 四 丁 目 35

番 ３ 号  

タ チ バ ナ 歯

科 医 院  

港 北 区 大 豆

戸 町  914 番

地 の ６  

４  居 宅 介 護 事 業 者 （ 通 所 介 護 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名 称  

 

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 事

業 所 の 名 称  

居 宅 介 護 事

業 所 の 所 在

 令 和 ６ 年

９ 月 30 日  

株 式 会 社 サ ニ タ  緑 区 竹 山 三

丁 目 １ 番 地

の ８  

デ イ サ ー ビ

ス サ ニ タ ケ

ア サ ー ビ ス

和 鴨 居 店  

緑 区 鴨 居 三

丁 目 40 番 ７

号  

５  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 訪 問 看 護 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名 称  

 

主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事

業 所 の 名 称  

介 護 予 防 事

業 所 の 所 在

 令 和 ６ 年

10 月 31 日  

医 療 法 人 社 団 松

山 会  

保 土 ケ 谷 区

新 井 町  291  

番 地 の １  

ラ イ フ モ ア

訪 問 看 護 ス

テ ー シ ョ ン  

保 土 ケ 谷 区

新 井 町  291  

番 地 の １  
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６  介 護 予 防 事 業 者 （ 介 護 予 防 居 宅 療 養 管 理 指 導 ）  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名 称  主 た る 事 務

所 の 所 在 地  

介 護 予 防 事

業 所 の 名 称  

介 護 予 防 事

業 所 の 所 在

地  

令 和 ６ 年

９ 月 ６ 日  

橘    道  郎  港 北 区 高 田

西 四 丁 目 35

番 ３ 号  

タ チ バ ナ 歯

科 医 院  

港 北 区 大 豆

戸 町  914 番

地 の ６  

 

  



                     横 浜 市 報  定期第 185 号 令和６年12月13日 

24 

横 浜 市 告 示 第  434 号  

   特 定 生 産 緑 地 の 指 定  

 生 産 緑 地 法 （ 昭 和 49 年 法 律 第 68 号 ） 第 10 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ き 特 定 生 産 緑 地 を 指 定 し た の で 、 次 の と お り 一 般 の 縦 覧 に 供 す る

。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 み ど り 環 境 局 農 政 部 農 政 推 進 課  

  都 筑 区 茅 ケ 崎 中 央 32 番 １ 号  

  横 浜 市 北 部 農 政 事 務 所  

  戸 塚 区 戸 塚 町 16 番 地 の 17  

  横 浜 市 南 部 農 政 事 務 所  

２  縦 覧 時 間  

  午 前 ８ 時 45 分 か ら 午 後 ５ 時 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  435 号  

   産 業 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 許 可 申 請 書 等 の 縦 覧  

 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 45 年 法 律 第  137 号 ） 第

15 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 産 業 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 許 可 の 申 請 が

あ っ た の で 、 同 法 第 15 条 第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 産 業 廃 棄 物 処 理 施

設 設 置 許 可 申 請 書 及 び 当 該 産 業 廃 棄 物 処 理 施 設 を 設 置 す る こ と が 周

辺 地 域 の 生 活 環 境 に 及 ぼ す 影 響 に つ い て の 調 査 の 結 果 を 記 載 し た 書

類 を こ の 告 示 の 日 か ら １ か 月 間 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る 。  

 当 該 産 業 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 に 関 し 利 害 関 係 を 有 す る 者 は 、 同

法 第 15 条 第 ６ 項 の 規 定 に 基 づ き 縦 覧 期 間 満 了 の 日 の 翌 日 か ら 起 算 し

て ２ 週 間 を 経 過 す る 日 ま で に 、 横 浜 市 長 に 生 活 環 境 の 保 全 上 の 見 地

か ら の 意 見 書 を 提 出 す る こ と が で き る 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  申 請 の 概 要  

 (1)  申 請 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は そ の 代  

  表 者 の 氏 名  

   大 阪 市 北 区 梅 田 １ 丁 目 13 番 １ 号  

   ア イ テ ッ ク 株 式 会 社  

    代 表 取 締 役  前  田  幸  治  

 (2)  産 業 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 の 場 所  

   金 沢 区 福 浦 二 丁 目 15 番 の 16 、 15 番 の 17  

 (3)  施 設 の 種 類  

   産 業 廃 棄 物 （ 汚 泥 、 廃 油 、 廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 及 び そ の 他 産 業

廃 棄 物 ） の 焼 却 施 設  

 (4)  処 理 す る 産 業 廃 棄 物 の 種 類  

   燃 え 殻 、 汚 泥 、 廃 油 、 廃 酸 、 廃 ア ル カ リ 、 廃 プ ラ ス チ ッ ク 類

、 紙 く ず 、 木 く ず 、 繊 維 く ず 、 動 植 物 性 残 さ 、 動 物 系 固 形 不 要

物 、 ゴ ム く ず 、 金 属 く ず 、 ガ ラ ス く ず ・ コ ン ク リ ー ト く ず 及 び

陶 磁 器 く ず 、 が れ き 類 及 び 感 染 性 産 業 廃 棄 物  

 (5)  申 請 年 月 日  

   令 和 ６ 年 11 月 ６ 日  

 (6)  事 業 の 名 称  

   ア イ テ ッ ク グ リ ー ン パ ー ク 横 浜 ２  

２  申 請 書 等 の 縦 覧  

 (1)  縦 覧 場 所  

   中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

   横 浜 市 資 源 循 環 局 事 業 系 廃 棄 物 対 策 部 事 業 系 廃 棄 物 対 策 課  

   金 沢 区 泥 亀 二 丁 目 ９ 番 １ 号  

   横 浜 市 金 沢 区 役 所 総 務 部 区 政 推 進 課  
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 (2)  縦 覧 期 間  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日 か ら 令 和 ７ 年 １ 月 13 日 ま で  

 (3)  縦 覧 時 間  

   午 前 ８ 時 45 分 か ら 午 後 ５ 時 ま で  

３  意 見 書 の 提 出  

 (1)  意 見 書 の 提 出 先  

   横 浜 市 資 源 循 環 局 事 業 系 廃 棄 物 対 策 部 事 業 系 廃 棄 物 対 策 課  

 (2)  意 見 書 の 提 出 期 限  

   令 和 ７ 年 １ 月 27 日 午 後 ５ 時 15 分 （ 郵 送 の 場 合 は 当 日 消 印 有 効  

  ）  

 (3)  意 見 書 に 記 載 す べ き こ と  

   意 見 書 に は 、 生 活 環 境 の 保 全 上 の 見 地 か ら の 意 見 と と も に 、

提 出 者 の 氏 名 及 び 住 所 並 び に 対 象 事 業 の 名 称 を 日 本 語 に よ り 記

載 す る こ と 。  

 

 



                     横 浜 市 報  定期第 185 号 令和６年12月13日 

27 

 

公 告  

 

横 浜 市 公 告 第  658 号  

   大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出  

 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 91 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。  

 な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  届 出 の 概 要  

 (1)  大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地  

   ミ オ カ  

   港 南 区 上 大 岡 西 一 丁 目 18 番 ３ 号  

 (2)  大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に  

  法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

   リ ス ト 株 式 会 社  

    代 表 取 締 役  北  見  尚  之  

   中 区 尾 上 町 ３ 丁 目 35 番 地  

 (3)  変 更 し た 事 項  

 変 更 し た 事 項    変  更  前      変  更  後    

大 規 模 小 売 店 舗 を

設 置 す る 者 の 氏 名

又 は 名 称 及 び 住 所

並 び に 法 人 に あ っ

て は 代 表 者 の 氏 名  

リ ス ト 株 式 会 社  

代 表 取 締 役  

 北  見  尚  之  

中 区 尾 上 町 ４ 丁 目 47

番 地  

リ ス ト 株 式 会 社  

代 表 取 締 役  

 北  見  尚  之  

中 区 尾 上 町 ３ 丁 目 35

番 地  

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 氏 名 又 は 名

称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は 代

表 者 の 氏 名  

株 式 会 社 ゾ フ  

代 表 取 締 役  

 上  野  剛  史  

東 京 都 港 区 北 青 山 ３

丁 目 ６ 番 １ 号  

ほ か 23 者  

株 式 会 社 ゾ フ  

代 表 取 締 役  

 上  野  博  史  

東 京 都 港 区 北 青 山 ３

丁 目 ６ 番 １ 号  

ほ か 22 者  

 (4)  変 更 の 年 月 日  

   令 和 ６ 年 ９ 月 ２ 日 ほ か  
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 (5)  変 更 し た 理 由  

   設 置 者 の 所 在 地 変 更 の た め  ほ か  

２  届 出 年 月 日  

  令 和 ６ 年 11 月 20 日  

３  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課  
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横 浜 市 公 告 第  659 号  

   大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出  

 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 91 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。  

 な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  届 出 の 概 要  

 (1)  大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地  

   横 浜 ワ ー ル ド ポ ー タ ー ズ  

   中 区 新 港 二 丁 目 ２ 番 １ 号  

 (2)  大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に  

  法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

   株 式 会 社 横 浜 イ ン ポ ー ト マ ー ト  

    代 表 取 締 役  野  口  耕  司  

   中 区 新 港 二 丁 目 ２ 番 １ 号  

 (3)  変 更 し た 事 項  

 変 更 し た 事 項    変  更  前      変  更  後    

大 規 模 小 売 店 舗 を

設 置 す る 者 の 氏 名

又 は 名 称 及 び 住 所

並 び に 法 人 に あ っ

て は 代 表 者 の 氏 名  

株 式 会 社 横 浜 イ ン ポ

ー ト マ ー ト  

代 表 取 締 役  

 大 田 原  隆  広  

中 区 新 港 二 丁 目 ２ 番

１ 号  

株 式 会 社 横 浜 イ ン ポ

ー ト マ ー ト  

代 表 取 締 役  

 野  口  耕  司  

中 区 新 港 二 丁 目 ２ 番

１ 号  

 (4)  変 更 の 年 月 日  

   令 和 ６ 年 10 月 10 日  

 (5)  変 更 し た 理 由  

   設 置 者 の 代 表 者 変 更 の た め  

２  届 出 年 月 日  

  令 和 ６ 年 11 月 25 日  

３  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課   
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横 浜 市 公 告 第  660 号  

   大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出  

 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 91 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。  

 な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  届 出 の 概 要  

 (1)  大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地  

   ロ イ ヤ ル ホ ー ム セ ン タ ー 戸 塚 深 谷  

   戸 塚 区 深 谷 町  1,051 番 地 の １  

 (2)  大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に  

  法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

   Ｓ Ｍ Ｆ Ｌ み ら い パ ー ト ナ ー ズ 株 式 会 社  

    代 表 取 締 役  上  田    明  

   東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 １ 丁 目 ３ 番 ２ 号  

 (3)  変 更 し た 事 項  

 変 更 し た 事 項    変  更  前      変  更  後    

大 規 模 小 売 店 舗 を

設 置 す る 者 の 氏 名

又 は 名 称 及 び 住 所

並 び に 法 人 に あ っ

て は 代 表 者 の 氏 名  

Ｓ Ｍ Ｆ Ｌ み ら い パ ー

ト ナ ー ズ 株 式 会 社  

代 表 取 締 役  

 寺  田  達  朗  

東 京 都 千 代 田 区 丸 の

内 １ 丁 目 ３ 番 ２ 号  

Ｓ Ｍ Ｆ Ｌ み ら い パ ー

ト ナ ー ズ 株 式 会 社  

代 表 取 締 役  

 上  田    明  

東 京 都 千 代 田 区 丸 の

内 １ 丁 目 ３ 番 ２ 号  

 (4)  変 更 の 年 月 日  

   令 和 ６ 年 ６ 月 １ 日  

 (5)  変 更 し た 理 由  

   設 置 者 の 代 表 者 変 更 の た め  

２  届 出 年 月 日  

  令 和 ６ 年 11 月 28 日  

３  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課   
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横 浜 市 公 告 第  661 号  

   大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出  

 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 91 号 ） 第 ６ 条 第 ２ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。  

 な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  届 出 の 概 要  

 (1)  大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地  

   ミ オ カ  

   港 南 区 上 大 岡 西 一 丁 目 18 番 ３ 号  

 (2)  大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

   リ ス ト 株 式 会 社  

    代 表 取 締 役  北  見  尚  之  

   中 区 尾 上 町 ３ 丁 目 35 番 地  

 (3)  変 更 し よ う と す る 事 項  

変 更 し よ う と す る

事 項  

  変  更  前    

 

  変  更  後    

 

駐 車 場 の 位 置 及 び

収 容 台 数  

位 置  届 出 書 の 添 付  

   図 面 （ 変 更 前  

   ） 記 載 の と お  

   り  

収 容 台 数   347 台  

位 置  届 出 書 の 添 付  

   図 面 （ 変 更 後  

   ） 記 載 の と お  

   り  

収 容 台 数   347 台  

廃 棄 物 等 の 保 管 施

設 の 位 置 及 び 容 量  

位 置  届 出 書 の 添 付  

   図 面 （ 変 更 前  

   ） 記 載 の と お  

   り  

容 量   191.33 ㎥  

位 置  届 出 書 の 添 付  

   図 面 （ 変 更 後  

   ） 記 載 の と お  

   り  

容 量   250.72 ㎥  

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 開 店 時 刻 及

び 閉 店 時 刻  

開 店 時 刻  午 前 10 時  

閉 店 時 刻  午 後 ９ 時  

ほ か  

開 店 時 刻  午 前 10 時  

閉 店 時 刻  午 後 ９ 時  

ほ か （ 変 更 箇 所 は 届

出 書 記 載 の と お り ）  

来 客 が 駐 車 場 を 利  24 時 間  24 時 間 ほ か  
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用 す る こ と が で き

る 時 間 帯  

  

荷 さ ば き 施 設 に お

い て 荷 さ ば き を 行

う こ と が で き る 時

間 帯  

午 前 ３ 時 30 分 か ら 午

後 11 時 45 分 ま で  

午 前 ６ 時 か ら 午 後 11

時 ま で  

 （ 添 付 図 面 は 省 略 ）  

 (4)  変 更 す る 年 月 日  

   令 和 ６ 年 12 月 １ 日  

 (5)  変 更 す る 理 由  

   営 業 計 画 変 更 の た め  

２  届 出 年 月 日  

  令 和 ６ 年 11 月 20 日  

３  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課  

  



                     横 浜 市 報  定期第 185 号 令和６年12月13日 

33 

横 浜 市 公 告 第  662 号  

   公 園 の 区 域 の 変 更  

 横 浜 市 公 園 条 例 （ 昭 和 33 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 11 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項

の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 園 の 区 域 を 変 更 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 み ど り 環 境 局 公 園 緑 地 部 公 園 緑 地 管 理 課

に お い て 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

公 園 の 名

称  

 位 置  変 更 に 係

る 区 域  

  面     積  変 更 年 月

日    新    旧  

長 坂 谷 公

園  

緑 区 寺 山

町  745 番

の １  

別 図 の と

お り  

  106,859  ㎡    104,948  ㎡  令 和 ６ 年  

12 月 13 日  

 別 図 （ 省 略 ）  
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横 浜 市 公 告 第  663 号  

   土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定  

 土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 53 号 ） 第 14 条 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ き 申 請 さ れ た 次 の 土 地 の 区 域 に つ い て 、 同 法 第 11 条 第 １ 項 の 規 定

に 基 づ き 、 特 定 有 害 物 質 に よ っ て 汚 染 さ れ て お り 、 当 該 土 地 の 形 質

の 変 更 を し よ う と す る と き の 届 出 を し な け れ ば な ら な い 区 域 と し て

指 定 す る 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地  

  鶴 見 区 大 黒 町 43 番 の ７ の 一 部  

２  土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  ベ ン ゼ ン 、 鉛 及 び そ の 化 合 物 、 砒 素 及 び そ の 化 合 物 、 ふ っ 素 及

び そ の 化 合 物  

３  そ の 他  

  こ の 公 告 に よ り 指 定 す る 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 は 、 土 壌 汚 染 対

策 法 施 行 規 則 （ 平 成 14 年 環 境 省 令 第 29 号 ） 第 58 条 第 ５ 項 第 12 号 に

該 当 す る 。  
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横 浜 市 公 告 第  664 号  

   排 水 設 備 指 定 工 事 店 の 変 更  

 横 浜 市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 規 則 （ 平 成 11 年 １ 月 横 浜 市 規 則 第 １ 号  

） 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 排 水 設 備 指 定 工 事 店 を 次 の と お り

変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

変 更 年 月

日  

指 定

番 号  

 名  称  代 表 者 氏 名  営 業 所 所 在 地  

令 和 ６ 年

11 月 １ 日  

30173  有 限 会 社 長

田 工 業  相

模 原 営 業 所  

(新) 横  松  大  介  相 模 原 市 中 央  

区 千 代 田 １ 丁  

目 ７ 番 ７ 号  
(旧) 守  屋    悟  

令 和 ６ 年

11 月 ４ 日  

30550  池 谷 ホ ー ム

株 式 会 社  

(新) 池  谷  浩  之  鶴 見 区 岸 谷 四  

丁 目 ３ 番 17 号  (旧) 川  畑  博  史  

令 和 ６ 年

11 月 １ 日  

00492  カ ナ レ イ 株

式 会 社  

(新) 後  藤  吉  孝  中 区 長 者 町 ２  

丁 目 ５ 番 地 の  

18  
(旧) 後  藤  守  利  
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横 浜 市 公 告 第  665 号  

   排 水 設 備 指 定 工 事 店 の 指 定 の 取 消 し  

 横 浜 市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 規 則 （ 平 成 11 年 １ 月 横 浜 市 規 則 第 １ 号

） 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の 排 水 設 備 指 定 工 事 店 の 指 定 を

取 り 消 し た 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

指 定 番 号  名  称  営 業 所 所 在 地  取 消 年 月 日  

 11461  有 限 会 社 中 設

備 工 業 所  

鶴 見 区 生 麦 四

丁 目 25 番 38 号  

令 和 ６ 年 ９ 月 30 日  
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横 浜 市 公 告 第  666 号  

   廃 物 の 認 定  

 横 浜 市 放 置 自 動 車 及 び 沈 船 等 の 発 生 の 防 止 及 び 適 正 な 処 理 に 関 す

る 条 例 （ 平 成 ３ 年 ９ 月 横 浜 市 条 例 第 31 号 ） 第 15 条 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 次 の 放 置 自 動 車 及 び 沈 船 等 は 、 こ の 公 告 を 行 っ た 日 か ら 起 算

し て 10 日 を 経 過 し た と き は 、 廃 物 と し て 認 定 す る 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  放 置 自 動 車  

放  置  場  所  車    名  

保 土 ケ 谷 区 瀬 戸 ケ 谷 町  ホ ン ダ  ラ イ フ  

２  沈 船 等  

放  置  場  所  船    名  

神 奈 川 区 守 屋 町 ３ 丁 目  不 明  

中 区 新 山 下 三 丁 目  Ｌ 694 
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横 浜 市 公 告 第  667 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ４ 年 ３ 月 29 日 第 2021 開  107 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  東 京 都 港 区 西 新 橋 ２ 丁 目 ８ 番 ６ 号  

  大 和 地 所 レ ジ デ ン ス 株 式 会 社  

   代 表 取 締 役 社 長  下  村  俊  二  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  鶴 見 区 上 の 宮 一 丁 目 35 番 の ３ か ら 35 番 の ５ ま で  
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横 浜 市 公 告 第  668 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ５ 年 10 月 ４ 日 第 2023 開  102 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  西 区 北 幸 二 丁 目 ７ 番 10 号  

  株 式 会 社 テ ィ ー ア ー ル コ ー ポ レ ー シ ョ ン  

   代 表 取 締 役  溝  入  貞  男  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  鶴 見 区 北 寺 尾 六 丁 目  848 番 の 12 、  848 番 の 14 、  848 番 の 15 、 84  

 8 番 の 16 の 一 部 、  848 番 の 17 か ら  848 番 の 33 ま で 及 び  848 番 の 34

の 一 部  
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横 浜 市 公 告 第  669 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ５ 年 11 月 ２ 日 第 2023 開 1113 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  川 崎 市 宮 前 区 有 馬 １ 丁 目 23 番 12 号  

  神 奈 川 グ ラ ン デ ィ ハ ウ ス 株 式 会 社  

   代 表 取 締 役  大  竹  順  一  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  港 北 区 小 机 町 55 番 の １ か ら 55 番 の 20 ま で 及 び 55 番 の 23 か ら 55 番

の 25 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  670 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ６ 年 ６ 月 ７ 日 第 2024 開 1402 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  東 京 都 千 代 田 区 二 番 町 ８ 番 地 の ８  

  株 式 会 社 セ ブ ン － イ レ ブ ン ・ ジ ャ パ ン  

   代 表 取 締 役  永  松  文  彦  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  瀬 谷 区 中 屋 敷 一 丁 目 ８ 番 の １ 及 び ８ 番 の 30  
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横 浜 市 公 告 第  671 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ６ 年 ７ 月 22 日 第 2024 開 1404 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  瀬 谷 区 本 郷 三 丁 目 ４ 番 地 の ６  

  株 式 会 社 Ｍ Ｍ Ｔ  

   代 表 取 締 役  守  屋  満  一  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  瀬 谷 区 本 郷 三 丁 目 ４ 番 の ５ 、 ４ 番 の ６ 及 び ４ 番 の 17 か ら ４ 番 の

19 ま で の 各 一 部 、 ４ 番 の 34 か ら ４ 番 の 36 ま で 、 ４ 番 の 37 の 一 部 並

び に ４ 番 の 38 か ら ４ 番 の 42 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  672 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  指 定 番 号  

  第 2024 ・ １ ・ ３ 号  

２  指 定 年 月 日  

  令 和 ６ 年 12 月 ３ 日  

３  道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

   42.73 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  鶴 見 区 北 寺 尾 四 丁 目  126 番 の １ 、  126 番 の ５ 、  126 番 の 11 及 び  

  126 番 の 16  

６  申 請 者 の 氏 名  

  株 式 会 社 ハ ウ ス プ ラ ン  

   代 表 取 締 役  鈴  木  賢  広  
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横 浜 市 公 告 第  673 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  指 定 番 号  

  第 2024 ・ １ ・ ４ 号  

２  指 定 年 月 日  

  令 和 ６ 年 12 月 ３ 日  

３  道 路 の 幅 員  

  5.50 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

   18.35 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  鶴 見 区 佃 野 町  612 番 の 12  

６  申 請 者 の 氏 名  

  株 式 会 社 ア イ ル  

   代 表 取 締 役  阿 久 津    豪  
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横 浜 市 公 告 第  674 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  指 定 番 号  

  第 2024 ・ 11 ・ 10 号  

２  指 定 年 月 日  

  令 和 ６ 年 12 月 ３ 日  

３  道 路 の 幅 員  

  6.00 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

   25.00 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  港 北 区 師 岡 町  143 番 の ４  

６  申 請 者 の 氏 名  

  デ ッ ク ス 株 式 会 社  

   代 表 取 締 役  高  山  裕  司  
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横 浜 市 公 告 第  675 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  指 定 番 号  

  第 2024 ・ 16 ・ ３ 号  

２  指 定 年 月 日  

  令 和 ６ 年 12 月 ４ 日  

３  道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

   24.94 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  泉 区 中 田 西 四 丁 目  319 番 の 11  

６  申 請 者 の 氏 名  

  株 式 会 社 ユ ー ズ  

   代 表 取 締 役  山  本  佳  嗣  
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横 浜 市 公 告 第  676 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 39 ・ 56 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ６ 年 12 月 13 日  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ  

４  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   52.40 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  港 南 区 港 南 二 丁 目  1,319 番 の 35 地 先 か ら  1,325 番 の ９ 地 先 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  677 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 36 ・ 37 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ６ 年 11 月 27 日  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  4.00 ｍ  

４  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   29.00 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  港 南 区 日 野 二 丁 目  345 番 の 26 地 先 か ら  7,004 番 の 17 地 先 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  678 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 39 ・ 20 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ６ 年 12 月 13 日  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ 及 び 7.00 ｍ  

４  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   133.50 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  栄 区 飯 島 町  1,398 番 の 85 地 先 か ら  1,398 番 の 95 地 先 ま で 、 1,39  

 6 番 の ４ 地 先 か ら  2,883 番 の 27 地 先 ま で 及 び  2,883 番 の 19 地 先 か  

 ら  2,883 番 の 35 地 先 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  679 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 12 月 ２ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 41 ・ 26 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ６ 年 12 月 ２ 日  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ 及 び 6.50 ｍ  

４  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   58.00 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  栄 区 元 大 橋 二 丁 目  251 番 の 28 地 先 か ら  251 番 の 64 地 先 ま で 及 び  

  251 番 の 40 地 先 か ら  251 番 の 50 地 先 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  680 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ

く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  廃 止 年 月 日  

  令 和 ６ 年 12 月 ２ 日  

２  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  4.00 ｍ  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   37.00 ｍ  

４  廃 止 の 場 所  

  神 奈 川 区 三 ツ 沢 東 町 １ 番 の 79 地 先 か ら 松 本 町 ６ 丁 目 47 番 の ８ 地

先 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  681 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ

く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  廃 止 年 月 日  

  令 和 ６ 年 12 月 ３ 日  

２  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  4.00 ｍ  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   19.64 ｍ  

４  廃 止 の 場 所  

  瀬 谷 区 本 郷 一 丁 目 17 番 の 14 の 一 部  

  



                     横 浜 市 報  定期第 185 号 令和６年12月13日 

53 

横 浜 市 公 告 第  682 号  

   土 地 区 画 整 理 組 合 の 定 款 及 び 事 業 計 画 変 更 の 認 可       

 土 地 区 画 整 理 法 （ 昭 和 29 年 法 律 第  119 号 ） 第 39 条 第 １ 項 の 規 定 に

基 づ き 、 土 地 区 画 整 理 組 合 の 定 款 及 び 事 業 計 画 の 変 更 を 次 の と お り

認 可 し た 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  組 合 の 名 称  

  泉 ゆ め が 丘 土 地 区 画 整 理 組 合  

２  事 業 施 行 期 間  

  平 成 26 年 ８ 月 15 日 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 31 日 ま で  

３  施 行 地 区  

  泉 区 下 飯 田 町 、 和 泉 町 及 び 和 泉 中 央 南 五 丁 目 の 各 一 部  

４  事 務 所 の 所 在 地  

  泉 区 和 泉 町  3,243 番 地 の １  

５  設 立 認 可 年 月 日  

  平 成 26 年 ８ 月 15 日  

６  変 更 の 内 容 （ 事 務 所 の 所 在 地 ）  

変  更  前  変  更  後  

泉 区 和 泉 町  3,243 番 地 の １  泉 区 ゆ め が 丘 32 番 地     

７  変 更 認 可 年 月 日  

  令 和 ６ 年 12 月 13 日  
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横 浜 市 公 告 第  683 号  

   泉 ゆ め が 丘 土 地 区 画 整 理 組 合 の 事 業 計 画 変 更 の 認 可 に 係    

   る 関 係 図 書 の 縦 覧  

 土 地 区 画 整 理 法 （ 昭 和 29 年 法 律 第  119 号 ） 第 39 条 第 ４ 項 の 規 定 に

基 づ き 、 泉 ゆ め が 丘 土 地 区 画 整 理 組 合 の 事 業 計 画 に つ い て 変 更 認 可

の 公 告 を し た の で 、 同 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 21 条 第 ６ 項

の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 都 市 整 備 局 市 街 地 整 備 部 市 街 地 整 備 推 進 課        

２  縦 覧 時 間  

  午 前 ８ 時 45 分 か ら 午 後 ５ 時 15 分 ま で （ た だ し 、 土 曜 日 、 日 曜 日

及 び 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 23 年 法 律 第  178 号 ） に 規 定 す

る 休 日 並 び に 12 月 29 日 か ら 翌 年 の １ 月 ３ 日 ま で を 除 く 。 ）  
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消 防 局  

 

消 防 局 公 告 第 10 号  

   横 浜 消 防 出 初 式 2025 に お い て サ イ レ ン を 用 い る 件  

 横 浜 消 防 出 初 式 2025 に お い て 、 消 防 総 合 訓 練 等 を 実 施 す る た め 、

次 の と お り サ イ レ ン を 用 い る の で 、 消 防 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第  186 号

） 第 26 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

              横 浜 市 消 防 局 長  平  中    隆   

１  サ イ レ ン を 用 い る 日 時  

  令 和 ７ 年 １ 月 10 日 （ 金 ） 11 時 50 分 頃 か ら 12 時 40 分 頃 ま で  

  令 和 ７ 年 １ 月 12 日 （ 日 ） 11 時 50 分 頃 か ら 12 時 20 分 頃 ま で  

             14 時 40 分 頃 か ら 15 時 00 分 頃 ま で  

２  サ イ レ ン を 用 い る 場 所  

  赤 レ ン ガ パ ー ク （ 中 区 新 港 一 丁 目 １ 番 ）  
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水 道 局  

 

 横 浜 市 水 道 局 企 業 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規

程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 水 道 事 業 管 理 者  

                 水 道 局 長  山  岡  秀  一  

水 道 局 規 程 第 14 号  

   横 浜 市 水 道 局 企 業 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に  

   関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程  

 横 浜 市 水 道 局 企 業 職 員 の 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規

程 （ 平 成 19 年 ３ 月 水 道 局 規 程 第 11 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る

。  

 別 表 第 ３ 中  

「        「  

  158,500      179,900  

  162,700      184,100  

  166,900      188,400  

  171,900      193,900  

  178,600      201,300  

  187,800   を   211,100   に 改 め る 。  

  196,500      220,300  

  201,300      224,700  

  206,800      229,800  

  212,700      235,000  

  219,600      240,200  

  225,400      245,400  

      」        」  

   附  則  

 こ の 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す

る 。  
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交 通 局  

 

交 通 局 告 示 第 13 号  

   指 定 納 付 受 託 者 の 指 定  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  231 条 の ２ の ３ の 規 定 に よ

り 、 次 の と お り 指 定 納 付 受 託 者 を 指 定 し た 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                 横 浜 市 交 通 事 業 管 理 者  

                 交 通 局 長  三  村  庄  一  

指 定 納 付 受 託

者 の 名 称  

指 定 納 付

受 託 者 の

事 務 所 の

所 在 地  

指 定 納 付 受 託 者 に

納 付 さ せ る 歳 入  

指 定 納 付

受 託 者 の

指 定 を し

た 日  

収 納 事 務

の 委 託 を

し た 日  

三 井 住 友 カ ー

ド 株 式 会 社  

 

東 京 都 江

東 区 豊 洲

２ 丁 目 ２

番 31 号  

 

１  定 期 券 発 売 窓

口 及 び 自 動 券 売

機 で の ク レ ジ ッ

ト カ ー ド 決 済 端

末 で 発 売 し た 乗

合 自 動 車 定 期 券

料 金 及 び 高 速 鉄

道 定 期 旅 客 運 賃  

２  乗 合 自 動 車 普

通 乗 車 料 金  

３  乗 合 自 動 車 普

通 乗 車 料 金 の 払

戻 し 及 び 払 戻 し

等 に 係 る 手 数 料  

４  乗 合 自 動 車 １

日 乗 車 券 料 金  

５  乗 合 自 動 車 １

日 乗 車 券 料 金 の

払 戻 し 及 び 払 戻

し 等 に 係 る 手 数

料  

６  乗 合 自 動 車 定

期 乗 車 券 料 金 、

高 速 鉄 道 定 期 旅

客 運 賃 の 払 戻 し

及 び 払 戻 し 等 に  

令 和 ６ 年

12 月 ４ 日  

令 和 ６ 年

９ 月 12 日  
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   係 る 手 数 料  

７  高 速 鉄 道 に お

け る タ ッ チ 決 済

乗 車 に 係 る 運 賃  

８  高 速 鉄 道 に お

け る タ ッ チ 決 済

乗 車 に 係 る 運 賃

の 払 戻 し  

  

株 式 会 社 ジ ェ

ー シ ー ビ ー  

東 京 都 港

区 南 青 山

５ 丁 目 １

番 22 号  

１  乗 合 自 動 車 普

通 乗 車 料 金  

２  乗 合 自 動 車 普

通 乗 車 料 金 の 払

戻 し 及 び 払 戻 し

等 に 係 る 手 数 料  

３  乗 合 自 動 車 １

日 乗 車 券 料 金  

４  乗 合 自 動 車 １

日 乗 車 券 料 金 の

払 戻 し 及 び 払 戻

し 等 に 係 る 手 数

料  

５  高 速 鉄 道 に お

け る タ ッ チ 決 済

乗 車 に 係 る 運 賃  

６  高 速 鉄 道 に お

け る タ ッ チ 決 済

乗 車 に 係 る 運 賃

の 払 戻 し  

令 和 ６ 年

12 月 ４ 日  

令 和 ６ 年

９ 月 24 日  
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医 療 局 病 院 経 営 本 部  

 

 横 浜 市 病 院 事 業 の 経 営 す る 病 院 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規  

程 を こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

              横 浜 市 病 院 事 業 管 理 者  

              病 院 経 営 本 部 長  鈴  木  宏  昌  

医 療 局 病 院 経 営 本 部 規 程 第 18 号  

   横 浜 市 病 院 事 業 の 経 営 す る 病 院 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改  

   正 す る 規 程  

 横 浜 市 病 院 事 業 の 経 営 す る 病 院 条 例 施 行 規 程 （ 平 成 17 年 ３ 月 病 院  

経 営 局 規 程 第 34 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 別 表 第 ５ を 次 の よ う に 改 め る 。  

 別 表 第 ５ （ 第 14 条 第 ２ 項 ）  

         種 別           金 額  

胃 が ん 検 診 （ エ ッ ク ス 線 検 査 に よ る も の ）    14,390 円  

胃 が ん 検 診 （ 内 視 鏡 検 査 に よ る も の ）    16,060 円  

胃 が ん リ ス ク 検 診 （  ABC 検 診 ）     5,500 円  

子 宮 が ん 検 診 （ 頸 部 ）     7,210 円  

子 宮 が ん 検 診 ( Ｈ Ｐ Ｖ 検 査 )     9,100 円  

乳 が ん 検 診 （ マ ン モ グ ラ フ ィ に よ る も の ）     6,180 円  

肺 が ん 検 診     7,190 円  

大 腸 が ん 検 診     1,260 円  

前 立 腺 が ん 検 診     3,490 円  

肝 臓 ・ 胆 の う ・ す い 臓 が ん 検 診     7,890 円  

婦 人 科 超 音 波 検 診     4,510 円  

肺 が ん 検 診 （ ヘ リ カ ル CT に よ る も の ）    23,050 円  

 PET ― CT   106,930 円  

腫 瘍 マ ー カ ー     4,990 円  

医 師 か ら の  PET ― CT の 結 果 説 明       820 円  

   附  則  

 こ の 規 程 は 、 令 和 ７ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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区 選 挙 管 理 委 員 会  

 

港 北 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 15 号 （ 令 和 ６ 年 12 月 ２ 日 掲 示 済 ）  

   委 員 長 等 の 氏 名  

 令 和 ６ 年 12 月 ２ 日 次 の 者 が 、 本 委 員 会 委 員 長 及 び 委 員 長 職 務 代 理

者 に 就 任 し た 。  

   令 和 ６ 年 12 月 ２ 日  

                横 浜 市 港 北 区 選 挙 管 理 委 員 会   

 委 員 長  

  磯  貝    男  

 委 員 長 職 務 代 理 者  

  内  山  秀  信  
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緑 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 17 号 （ 令 和 ６ 年 12 月 ２ 日 掲 示 済 ）  

   委 員 長 等 の 氏 名  

 令 和 ６ 年 12 月 ２ 日 次 の 者 が 、 本 委 員 会 委 員 長 及 び 委 員 長 職 務 代 理

者 に 就 任 し た 。  

   令 和 ６ 年 12 月 ２ 日  

                 横 浜 市 緑 区 選 挙 管 理 委 員 会   

 委 員 長  

  竹  内  秀  樹  

 委 員 長 職 務 代 理 者  

  長  岡  宜  徳  
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青 葉 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 16 号 （ 令 和 ６ 年 12 月 ２ 日 掲 示 済 ）  

   委 員 長 等 の 氏 名  

 令 和 ６ 年 12 月 ２ 日 次 の 者 が 、 本 委 員 会 委 員 長 及 び 委 員 長 職 務 代 理

者 に 就 任 し た 。  

   令 和 ６ 年 12 月 ２ 日  

                横 浜 市 青 葉 区 選 挙 管 理 委 員 会   

 委 員 長  

  谷  本  新 太 郎  

 委 員 長 職 務 代 理 者  

  田  中  雅  之  
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都 筑 区 選 挙 管 理 委 員 会 告 示 第 15 号 （ 令 和 ６ 年 12 月 ２ 日 掲 示 済 ）  

   委 員 長 等 の 氏 名  

 令 和 ６ 年 12 月 ２ 日 次 の 者 が 、 本 委 員 会 委 員 長 及 び 委 員 長 職 務 代 理

者 に 就 任 し た 。  

   令 和 ６ 年 12 月 ２ 日  

                横 浜 市 都 筑 区 選 挙 管 理 委 員 会   

 委 員 長  

  横  溝  輝  久  

 委 員 長 職 務 代 理 者  

  佐  野    晴  
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人 事 委 員 会  

 

 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

を こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ６ 年 12 月 13 日  

                     横 浜 市 人 事 委 員 会  

横 浜 市 人 事 委 員 会 規 則 第 15 号  

   初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正  

   す る 規 則  

 初 任 給 、 昇 格 、 昇 給 等 の 基 準 に 関 す る 規 則 （ 平 成 19 年 ３ 月 横 浜 市

人 事 委 員 会 規 則 第 11 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 別 表 第 ３ 中  

「          「  

  158,500        179,900  

  162,700        184,100  

  166,900        188,400  

  171,900        193,900  

  178,600        201,300  

  187,800    を    211,100    に 改 め る 。  

  196,500        220,300  

  201,300        224,700  

  206,800        229,800  

  212,700        235,000  

  219,600        240,200  

  225,400        245,400  

      」          」  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す

る 。  
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正 誤  

 

 令 和 ６ 年 定 期 第  183 号  18 ペ ー ジ 表 中 「 石 井 設 備 工 業 株 式 会 社 」

は 「 有 限 会 社 石 井 設 備 工 業 」 の 、 「 (旧) 田  中  榮  一 」 は 「 (旧) 石  

井  榮  一 」 の 誤 り 。  

 




